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平成３０年 第９回 当別町教育委員会臨時会議事録 

 

日  時  平成３０年８月１日（水） 午後４時００分 

場  所  役場３階 中会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理、寺田委員、小林委員、佐々木委員 

出席職員  山崎教育部長、北村学校教育課長、髙島学校教育係長、玉木総務係長 

傍 聴 者  なし 

【開会の宣言】 

教育長 

 

 只今、委員全員出席しておりますので、これより平成３０年第９回当別

町教育委員会臨時会を開催致します。 

【議事日程】 

教育長 

 

 日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

 日程第１、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

 教育部長。 

 

教育部長 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第１号当別町一体型義務教育学校基本構想

につきまして、提案の説明を申し上げます。議案書につきましては１頁を

高覧ください。 

 本日提出いたしました当別町一体型義務教育学校基本構想案につきま

しては、委員各位、学校、町民等から得られた意見を集約して作り上げた

教育委員会総意の基本構想となっております。これまでは教育委員会定例

会後の勉強会におきまして、基本構想案の形でお示ししておりましたが、

この度、基本構想案の案を削除し、当別町教育委員会が策定した当別町一

体型義務教育学校基本構想とするため、委員会の議決を得ようとするもの

でございます。 

 よろしくご審議をいただきますようお願い致します。 

 なお、詳細につきましては、学校教育課参事より申し上げます。 

 

学校教育課長  詳細についてご説明申し上げます。議案は１頁となっておりますが、別

冊によりご説明いたしますので、別冊をご高覧ください。 

 前回の教育委員会定例会後の勉強会におきまして、意見集約したものを

お示ししておりましたが、その後、若干の修正がございましたので、本日

は改めたものをお示しし、ご説明申し上げます。 
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 初めに、目次についてですが、変更等はございません。当別町義務教育

学校の教育と学校施設の整備方針の２本立てで掲載しております。 

 次に１頁の「Ⅰ 当別町義務教育学校の教育」についてです。まず「１ 

教育理念を「９年間の切れ目のない教育により、徹底した基礎学力の定着、

自らの夢や目標を自らの力で切り拓いていける力、世界で活躍するための

ツールとしての英語力、部活動等による強い心と体など、世界に通用する

人となるための確固たる基礎をつくる。また、その学びは、「連続性のあ

る多様な学び」であり、特別な支援を要する子ども達も共に成長できる教

育である。」として、学校を作り上げていきたい考えでおります。 

次に「２ 目指す人間像」は、「社会を背負う、世界にも通用する『知・

徳・体』を備えた人」とし、「３ 目指す学校像」は、「（１）９年の連

続した教育課程により基礎学力や発展的学力の定着を図る学校、（２）少

人数・習熟度別による丁寧な指導を実践する学校、（３）一貫した英語教

育により英語を使える人材を育成する学校、（４）部活動等により強い心

と身体をつくる学校、（５）多様な進路目標の実現を図る学校、（６）地

域の活性化の核となる学校」の大きく６点を掲載しております。以下の「４ 

目指す児童・生徒像とつけさせたい力」と「５ 目指す地域像」につきま

しては、変更等はございません。 

 次に、２頁の「６ 学校概要」につきましても、変更等はございません。

当別小学校と当別中学校が統合された９年制の一体型義務教育学校とし

たい考えです。管理職は、校長１名、教頭２名であり、学校編成は、当別

町の独自基準を設定し、通常学級は全学年２クラスずつの１８クラス、特

別支援学級については全６クラス、合計２４クラスを想定しております。 

 次に３頁の「（６）カリキュラム編成の基本的な考え方」につきまして

は、前回、小林委員からご意見をいただき、特色ある教育－地域を愛する

人材の育成「当別みらい学」の箇所に、『「ふるさと教育」、「国際理解

教育・外国語」、「キャリア教育」を三つの柱とし、９か年の系統性を持

たせた教育課程を編成する。』という文言を追加いたしました。 

次に、４～５頁の「Ⅱ 学校施設の整備方針」につきましても、変更等

はございません。「（１）快適に学べる教育環境」、「（２）安全・安心

な施設環境」、「（３）地域に開かれ、地域の核となる学校」、「（４）

地域の歴史や文化を受け継ぎ、新たに創造していく学校」の大きく４点を

掲載しております。 

次に、６～７頁の「２ 学校規模」につきましては、変更などはござい

ません。当別町の独自基準に基づき、校舎等の必要面積、教室数、特別教

室等について掲載しております。 

次に８頁の「（６）屋外施設、（７）防災施設、（８）再生エネルギー

利用設備・省エネルギー設備（９）地域連携施設」につきましても、変更
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等はございません。 

 次に９～１１頁の「４ 建設候補地」につきましても、変更等はござい

ません。現在の当別中学校の敷地へ建設することが最適であると判断した

ことと、その主な理由として、「１ 当別町一体型義務教育学校の教育理

念を具現できる広さが確保されること。」、「２ 耐力度調査を踏まえ、

最短２０２２年度に完成できること。」、「３ 土地の取得に困難な条件

が伴わないこと。」の３点について掲載しております。また、１０～１１

頁には、その判断資料として、想定建設候補地の比較表、耐力度調査の結

果を掲載しております。 

 次に、１２頁の「５ 建設に係るスケジュール」につきましても、変更

等はございません。現在は、基本構想を策定し、当別町議会９月定例会に

おいて、建設基本設計に関する補正予算の獲得に向けて動いていくところ

です。 

 最後に、１３頁は、参考資料と関係法令について掲載しており、変更等

はございません。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議いただきますようお願い致します。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

小林委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

小林委員 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 確認なのですが、前回の資料と比べて、５頁の「（３）②町民解放スペ

ース」が「学びの拠点」に、８頁「（７）①体育館に隣接した～」の後に

「貯水槽」が追加、「（７）⑤災害専用シャワー室を備える」の文面が短

くなっているのですが、この点も変更されていますよね。 

 

 失礼いたしました。ご指摘の箇所について、変更を申し上げることを遺

漏しておりました。まず、５頁の（３）②につきましては、他２つの①と

③項目が「拠点」という表現を使用していため、②についても、「拠点」

の表現を使用して、統一いたしました。次に、８頁の（７）①には、「貯

水槽」を追加したこと、⑤についても文言を整理して変更となっておりま

す。 

 

 ５頁（３）②「町民解放スペース」を「学びの拠点」という表現に改め

たのには、どのような意図があるのでしょうか。 

 

 特段、意図はございません。表記上「拠点」に統一して見やすくしただ

けです。 

 

 住民説明会で説明されたパブリックコメントの結果は、教育委員は、ど
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武岡教育長 

職務代理 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

のタイミングで閲覧できるのでしょうか。閲覧してなければ、基本構想を

策定する上で、パブリックコメントがどのように反映されているか確認が

できないのですが。 

 

まず、パブリックコメントが本基本構想案に反映されているかというこ

とに関してですが、今回集約したパブリックコメントの中には、本基本構

想案の内容に関して、大きく変える旨の意見等がなかったため、本基本構

想案の内容は変更等をしておりません。 

パブリックコメントの詳細については、臨時会後の勉強会でお知らせす

る予定でしたが、現段階で整理できている部分について、お示しいたしま

す。（パブリックコメント一覧表を配布。） 

 平成３０年７月６日（金）～２７日（金）まで、本基本構想案について、

パブリックコメントを実施し、１１個人７２件の意見・質問をいただきま

した。 

資料の説明になりますが、パブリックコメントの内容により、小中一貫

教育の制度に関すること、校舎建設に関すること、候補地に関すること、

住民開放に関すること、西当別地区の今後の予定に関すること、校舎施設

の充実に関すること等、分類をしております。また、内容の部分について

は、パブリックコメントに記載されていた意見・質問を原文のまま掲載し、

回答の部分については、今後整理を進め、ホームページ等で公表する予定

です。 

一例を申し上げると、小中一貫教育の制度に分類されるもので、『「な

ぜ小中一貫教育にするのか」という説明がないのでは？』という質問に対

しては、「平成２９年３月発行のリーフレットにくわしく説明されている。

また町教委のＨＰからもご覧いただける。」と回答する予定です。まだ全

ての意見・質問に対する回答は、整理できていない状況ですので、次回の

８月２２日（水）の教育委員会定例会において、整理したものをお示しす

る予定でございます。 

 

 補正予算について、財政部局等との調整はある程度しているのでしょう

か。今後の予算計画等を含めたスケジュールを詳しく教えていただきたい

のですが。 

 

 まず、スケジュールに沿って申し上げますと、本日の臨時会を経て、来

週８月６日（月）に町長部局と政策調整会議を開き、本基本構想を提示し

て、了承を得る予定です。さらに８月２２日（水）には、総合教育会議を

開催し、町長の承諾を得た上で、進めていく予定でございます。併せて、

教育委員会内部組織である小中一貫教育懇談会も開催し、了承を得る予定
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寺田委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

佐々木委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

佐々木委員 

 

 

教育部長 

 

 

佐々木委員 

 

 

 

教育部長 

 

です。 

前回の教育委員会定例会後の勉強会で、事業費等の予算の話をさせても

らいましたが、今現在は、９月補正予算として、建設基本設計に係る予算

の獲得へ動いているところです。この建設基本設計の段階で大まかな事業

費が見えてくるかと思います。前回、事業費は約５０億円とお伝えしてお

りましたが、町の財政状況を踏まえると１００％の予算が付くことは難し

く、今後、財政部局と調整するにあたり、多目的教室等を減らす等の対応

も考えておかなければならない状況があるかと思います。なるべく当初の

計画から変更のないようにしたいと考えておりますが、町全体の予算に関

わることですので、変更が必要となった場合はご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

 

 ２頁の「（５）学級編成における当別町独自基準の設定」の太枠の学級

数表が見づらく、「１２」や「６」の数字が何を表しているか分かりづら

いので、文部科学省基準と点線で繋げる等、改善したほうがいいと思うの

ですが。 

 

 ご指摘ありがとうございます。見やすくなるよう工夫、改善いたします。 

 

 

今後も計画が進めらていく段階で、住民説明会や地域の人と話し合う機

会はあるのでしょうか。 

 

基本構想を元に、住民・教職員との懇談会や児童生徒のアンケート等を

その都度実施していく考えでおります。 

 

今後、教育委員会とは別に義務教育学校に係る検討委員会のようなもの

は作る予定はあるのでしょうか。 

 

平成３１年度以降になるかと思いますが、学校名や校歌等について検討

するための準備委員会は設置する予定です。 

 

 「この教室はこれくらいの大きさが欲しい」「こんな物品が欲しい」と

いう詳細な部分については、検討委員会等で話し合って検討していくので

しょうか。 

 

 今後の予定にもなりますが、基本構想を元に、プロポーザル方式で業者

から企画・提案がなされ、その企画・提案について、委員の皆様にも検討
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小林委員 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

武岡教育長 

職務代理 

 

 

 

 

 

 

寺田委員 

 

 

 

 

小林委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

していただくような形になります。今後設置される準備委員会について

は、ハード面ではなく、ソフト面の部分を協議していくことになるかと思

います。 

 

防災の拠点という記載がありますが、そこに行くまでの通路として、通

学路の安全確保については検討されているのでしょうか。また、冬場の豪

雪時の災害（学校へ避難しなければならないが、豪雪で身動きが取れない

時に、どの地域まで、その義務教育学校でカバーするのか等）についても

考慮されているのでしょうか。 

 

通学路の安全確保については、先日当別町議会で行われた施設の在り方

検討特別委員会の中でも同じご指摘をいただいたところでした。通学路の

安全確保や防災の拠点としての件に関しては、８月６日（月）に開催予定

のほぼ全セクションの部長等が出席する政策調整会議で提案し、全庁的な

協力いただく予定です。通学路に関しては建設水道部、防災施設・防災計

画については総務部が担当の所管となり、検討していくこととなるかと思

います。 

 

 要望なのですが、今後、学級数や児童生徒数を維持していくために、少

子化対策や人口増加について、教育委員会はもとより町全体で連携を図り

ながら取り組んでいってほしいと思います。 

 また、４頁のⅡ学校施設の整備方針－１建設の基本方針（１）快適に学

べる教育環境の⑦中庭の設置についてですが、通気や雪が心配なので、通

気性が良く、雪対策もできた中庭を作っていただくように要望を挙げてい

ただけたらと思います。 

 

 私も中庭については、通気や雪の面で心配を抱いておりました。日照、

採光、通風等へ配慮することは大切なことではあると思いますが、無理に

中庭を設置する表現は使わなくても良いのかなと思います。中庭の表現を

入れると中庭の設置が大前提になってしまうと思います。 

 

 先ほど学校教育課長がおっしゃったように、今後の予算次第では、教室

数を減らすこともあり得るので、当然、中庭も削られる可能性があるかと

思います。基本構想はそのような段階の話なので、表現はそのままでも良

いと思います。 

 

 それでは、中庭の表現につきましては、そのまま記載させていただきた

いと思います。 
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教育長 

 

 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、平成３０年第９回当別町教育委員会臨時会を閉会致します。 

教育長  次回の定例会の日程は、平成３０年８月２２日（水）午後２時から役場

庁舎３階の中会議室で行いますので、よろしくお願いします。 

 以上で全てを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

 

閉会 午後４時５０分 


